
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月号 

詐欺のはじまりは「固定電話」から。あなたの自宅や実家の電話には、防犯機能がありますか？ 

本市では、高齢の方を対象にした防犯電話の購入助成を９月から行います。 

ぜひ､この機会に家族で話し合い、防犯電話の設置を検討してみてください。 

９月１日～ 購入費用を助成します！ 

１.着信時に警告音声を発し､通話中に自動録音する機能 

 

２.迷惑電話を判別して 

着信拒否または警告表示する機能 

 

☑  防犯電話で、「不審電話」や「迷惑電話」をブロックしよう！ 

４.音声アナウンスによる 

注意喚起を行う機能 

 

以下のいずれかの機能を備えた電話機器が、助成制度の対象です。 

※音声アナウンス等は電話機によって異なります。 

 

３.非通知着信に対しては 

着信音を鳴らさない機能 

 

１.着信時に警告音声を発し、 

通話中に自動録音する機能 

 

おかけになった 

電話番号からは 

お繋ぎできません。 

この通話は迷惑電話防止の 

ために録音されます。 

ご了承ください。 

恐れ入りますが、 

番号を通知して 

おかけ直しください。 

知らない人からの電話

には、気をつけて 

くださいね。 

詐欺の被害を未然に防止します！ 
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消費者ホットライン 

(局番なしの３桁)１８８ 

警察相談専用電話 

＃９１１０ 

香芝警察署 香芝市役所 

 ☑  防犯電話購入助成事業 申請方法など 

 

 

受付期間 

令和３年９月１日から 

令和４年３月３１日まで 

 

助成金額 

５，０００円 

※防犯電話購入費及び取付工事費が 

5,000円に満たない場合は対象外 

 

募集件数 

   先着１００件（広陵町実施分を含む） 

 

必要書類 

・購入予定機器のカタログなどの写し 

・購入予定機器の見積書など 

・市税の納付を証明する書類（承諾書により 

省略可） 

・本人確認書類（運転免許証、保険証など） 

 ※委任状で代理人が申請される場合は、 

代理人と本人両方の確認書類が必要 

 

注意事項 

・購入前に申請が必要です。すでに購入し

たものは助成対象外となります。 

・１世帯１台限りです。 

対象となるかた 

以下、すべてに当てはまるかた 

・満６５歳以上のかた 

・本市に居住し、本市の住民基本台帳に

登録されているかた 

・市税を滞納していないかた 

・暴力団などに該当しないかた 

 「あやしいな？」と思ったらご相談ください 

家にカギをかけるように､電話にもカギをかけましょう！ 

申込・問い合わせ先 

    香芝市役所生活安全課（直通）０７４５－４４－３３０４ 

    申請書類はこちら 

→（香芝市ホームページ）http://www.city.kashiba.lg.jp/0000013651.html 

窓口でのお渡しも可能です！ 

対象電話機の確認はこちら 

    →香芝警察署生活安全課（代表）０７４５－７１-０１１０ 

 

ＳＴОＰ！特殊詐欺 

身近な家族・友人 


